
大分市中古住宅で始める子育て新生活応援事業

18歳（当該年度の4月1日における年齢）未満の子及びその親を世帯構

成員に含む世帯（出産予定の者でも可）
対象世帯

中古住宅（大分市住み替え情報バンクに登録している中古住宅のみ）を
購入し、移転する事業補助対象事業

補助金の申請日に誘導居住面積水準を満たすこと対象物件の面積

昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けた木造の中古住宅は耐震
性を有すると認められること

耐震性

住宅の取得に要する経費補助対象経費

30万円を限度とする補助金額

〇親世帯と三世代近居(中学校区が同一）・同居となる場合１５万円の
加算あり
※移転前に三世代で近居・同居をしている場合を含む

・親世帯・・・子育て世帯の世帯主またはその配偶者のどちらかの親を
含む世帯

加算

フラット35を使用した場合に、当初5年間～（▲0.5％～▲1.00％）引き下

げ

フラット35
金利優遇

※購入した中古住宅（住み替え情報バンク登録物件）を解体しその敷地内に新築する場合は補助の対象とします。
（中古住宅購入の日から１年以内に登記され、補助金の申請日に誘導居住面積水準を満たすこと）

※本補助金以外に国、地方公共団体その他公共的団体の補助等を受ける場合は、その補助等に
係る部分の経費を補助対象経費から除くものとします。

お問い合わせ先
大分市土木建築部 住宅課
〒870-8504 大分市荷揚町２番３１号

TEL ０９７－５８５－５０７２
FAX ０９７－５３６－５８９６

E-mail jyutaku@city.oita.oita.jp

令和８年度の申請期間
令和８年４月１日（水）から、令和９年３月３１日（水）まで
※取得した住宅の登記および移転が完了した日から６か月以内
の申請が必要

※予算の範囲内まで受け付けます



世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに
対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準。

計算方法
（平屋建て）
20㎡×世帯人数＋15㎡
（平屋建て以外）
25㎡×世帯人数＋25㎡

●中古住宅または新築住宅の所有権の登記名義人であること。
●世帯構成員全員が、本市の市税を滞納していないこと。

●世帯構成員全員が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有す
る者でないこと。

●大分市移住者応援給付事業給付金交付要綱第３条第２項及び大分市移住支援事
業に係る移住支援金交付要綱第３条に規定する要件に該当しないこと。
※親世帯と近居する場合
・親世帯の世帯構成員全員が本市の市税を滞納していないこと。

・親世帯の世帯構成員全員が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者でないこと。

本事業を利用し、中古住宅を取得する際に民間金融機関で住宅ローン（フラット３５）を
活用する場合、金利引き下げ（当初5年間～▲0.5％～▲1.00％）を受けることができま
す。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
※本事業の補助金申請受付期間のみ申請可能となります。

誘導居住面積水準について

補助対象者（以下の要件のすべてを満たす子育て世帯の世帯構成員であること）

フラット３５について

※算定された世帯人数が2人に満
たない場合は2人とする。

※申請年度の４月１日における年
齢を元に計算する。

０．２５人３歳未満世帯人数の
計算方法

①

０．５人３歳以上６歳未満

０．７５人６歳以上１０歳未満

世帯人数（①の適用がある場合には適用後の世帯人数）が4人を超える場合は、上記
の面積から5％を控除する。

②

世帯構成員に18歳未満の者が3人以上いる場合は、年齢が最も低い者から順次に数
えて２人目までを算定に含める。

③


